
得
た
金
額

（二）

当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が
五
百
を
超
え
る
場
合
　
二
十
六
円
七
十
三
銭

（
改
正
前
二
十
六
円
二
十
九
銭
）
に
そ
の
五
百
を
超
え
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
五
十
五
万
七
千

百
十
五
円
（
改
正
前
五
十
五
万
二
千
八
百
七
十
円
）
を
加
え
た
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ

ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額

３
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
三
号
）（
市
町

村
課
）

１
　
選
挙
長
等
の
報
酬
の
額
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

報
　
　
　
　
酬
　
　
　
　
額

職
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

改
　
　
正
　
　
後

改
　
　
正
　
　
前

選
挙
長
　
選
挙
長
職
務
代
理
者

一
日
に
つ
き

一
日
に
つ
き

選
挙
分
会
長
　
選
挙
分
会
長
職
務
代
理
者

一
〇
、
七
〇
〇
円

一
〇
、
四
〇
〇
円

審
査
分
会
長
　
審
査
分
会
長
職
務
代
理
者

選
挙
立
会
人

一
日
に
つ
き

一
日
に
つ
き

八
、
九
〇
〇
円

八
、
六
〇
〇
円

審
査
分
会
立
会
人

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）（
税
務
課
）

１
　
自
動
車
税

（一）

排
出
ガ
ス
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
は
そ
の
排
出
ガ
ス
性
能
に
応
じ

税
率
を
軽
減
し
、
新
車
新
規
登
録
か
ら
一
定
年
数
を
経
過
し
た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車
は
税

率
を
重
く
す
る
特
例
措
置
（
い
わ
ゆ
る
「
自
動
車
税
の
グ
リ
ー
ン
化
」）
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

ア

環
境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車

次
に
掲
げ
る
自
動
車
を
平
成
十
三
年
度
に
新
車
新
規
登
録
し
た
場
合
は
、
平
成
十
四
年
度
及

び
十
五
年
度
の
税
率
を
軽
減
し
、
平
成
十
四
年
度
に
新
車
新
規
登
録
し
た
場
合
は
、
平
成
十
五

年
度
及
び
十
六
年
度
の
税
率
を
軽
減
す
る
。

a

低
公
害
者
（
電
気
、
天
然
ガ
ス
及
び
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
）（
控
除
率
は
概
ね
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
）

s

最
新
排
出
ガ
ス
規
制
値
よ
り
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
排
出
ガ
ス
性
能
が
良
い
低
燃
費
車

（
控
除
率
は
概
ね
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
）

d

最
新
排
出
ガ
ス
規
制
値
よ
り
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
排
出
ガ
ス
性
能
が
良
い
低
燃
費
車

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年七

月
三
日

号
外
第
三
十
四
号

火　曜　日

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
議
会
議
員
及
び
山
梨
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る

…
…
…
三

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

○
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
及
び
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

…
…
一
四

を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

○
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正

…
…
一
四

す
る
条
例

○
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

…
…
…
…
一
五

○
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
議
会
議
員
及
び
山
梨
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
）（
市
町
村
課
）

１

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
に
係
る
公
費
負
担
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
の
限
度
額
を
次
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
と
の
運
送
契
約
で
あ
る
場
合
　
六
万
四
千
五
百
円
（
改
正

前
六
万
二
百
円
）

（二）

（一）
以
外
の
契
約
で
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
の
雇
用
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
場
合

一

万
二
千
五
百
円
（
改
正
前
一
万
千
七
百
円
）

２

県
が
候
補
者
の
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
ポ
ス
タ

ー
一
枚
当
た
り
の
金
額
の
限
度
額
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が
五
百
以
下
で
あ
る
場
合

五
百
十
円
四
十
八

銭
（
改
正
前
五
百
一
円
九
十
九
銭
）
に
当
該
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
三
十

万
千
八
百
七
十
五
円
を
加
え
た
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て

（）



（
控
除
率
は
概
ね
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

f

最
新
排
出
ガ
ス
規
制
値
よ
り
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
排
出
ガ
ス
性
能
が
良
い
低
燃
費
車

（
控
除
率
は
概
ね
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
）

イ

環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
低
公
害
車
、
一
般
乗
合
用
バ
ス
及
び
被
け
ん
引
車
を
除
く
。）
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
年
度
以
降
の
税
率
を
概
ね
十
パ
ー
セ
ン
ト
重
課
す
る
。

a

平
成
十
三
年
度
に
新
車
新
規
登
録
か
ら
十
一
年
（
ガ
ソ
リ
ン
車
、（
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
を
含
む
。）

に
つ
い
て
は
十
三
年
）
経
過
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度
以
降

s

平
成
十
四
年
度
に
新
車
新
規
登
録
か
ら
十
一
年
（
ガ
ソ
リ
ン
車
、（
Ｌ
Ｐ
Ｇ
車
を
含
む
。）

に
つ
い
て
は
十
三
年
）
経
過
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
以
降

（二）

バ
ス
及
び
三
輪
小
型
自
動
車
の
ト
レ
ー
ラ
ー
の
税
率
区
分
を
廃
止
し
、
併
せ
て
三
輪
小
型
自
動

車
の
税
率
の
改
正
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
鉱
区
税

石
炭
鉱
業
構
造
調
整
臨
時
措
置
法
の
坑
口
開
設
の
許
可
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
石
炭
を
掘

採
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
採
掘
鉱
区
に
係
る
鉱
区
税
の
税
率
の
特
例
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
そ
の
他

自
動
車
税
の
規
定
の
整
備
及
び
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
の
全
国
統
一
様
式
導
入
に
伴
う
規
定

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

４

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
に
つ
い
て
は
、

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
及
び
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
）（
医
務
課
）

１
　
山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
の
一
部
改
正

（一）

入
院
料
の
加
算
額
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

改
　
　
　
正
　
　
　
後

改
　
　
　
正
　
　
　
前

Ａ
室
入
院
料
一
種

二
一
、
〇
〇
〇
円

Ａ
室
入
院
料
二
種

一
三
、
八
六
〇
円

特
等
入
院
料

一
三
、
八
六
〇
円

Ｂ
室
入
院
料

七
、
五
六
〇
円

Ｃ
室
入
院
料
一
種

六
、
三
〇
〇
円

Ｃ
室
入
院
料
二
種

五
、
〇
四
〇
円

一
等
入
院
料

五
、
〇
四
〇
円

Ｄ
室
入
院
料
一
種

一
、
八
九
〇
円

Ｄ
室
入
院
料
二
種

一
、
四
七
〇
円

二
等
入
院
料

一
、
四
七
〇
円

（二）

短
期
総
合
精
密
健
康
診
断
（
人
間
ド
ッ
ク
）
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

中
央
病
院
の
病
床
数
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
般
病
床
　
六
百
七
床
（
改
正
前
五
百
三
十
床
）

結
核
病
床
　
　
二
十
床
（
改
正
前
　
　
五
十
床
）

３
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）

１
　
一
般
奨
学
金
の
貸
付
額
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

公
立
　
月
額
一
八
、
〇
〇
〇
円
（
改
正
前
月
額
一
七
、
〇
〇
〇
円
）

私
立
　
月
額
三
〇
、
〇
〇
〇
円
（
改
正
前
月
額
二
九
、
〇
〇
〇
円
）

２
　
こ
の
条
例
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
条
例
第
三
十
七
号
）（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）

１

修
学
奨
励
金
の
額
を
月
額
一
四
、
〇
〇
〇
円
（
改
正
前
月
額
一
三
、
〇
〇
〇
円
）
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三

十
八
号
）（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）

１

国
又
は
公
立
の
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
又
は
高
等
専
門
学
校
に
在
学
す
る
者
に

係
る
奨
学
金
の
額
を
月
額
二
三
、
〇
〇
〇
円
（
改
正
前
月
額
二
二
、
〇
〇
〇
円
）
と
す
る
こ
と
と
し

た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）（
警
察
本
部
警
務
課
）

１

警
察
法
施
行
令
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
本
県
警
察
の
所
掌
事
務
の
整
備
を
次
の
と
お
り
行
う
こ

と
と
し
た
。

（一）

警
務
部
の
所
掌
事
務
に
「
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。」
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

生
活
安
全
部
の
所
掌
事
務
の
う
ち
「
犯
罪
統
計
に
関
す
る
こ
と
。」
を
刑
事
部
に
移
管
す
る
こ
と

と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

二

（）



山
梨
県
議
会
議
員
及
び
山
梨
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事

天
　
　
野

建

山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号

山
梨
県
議
会
議
員
及
び
山
梨
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
議
会
議
員
及
び
山
梨
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
（
平

成
六
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
六
万
二
百
円
」
を
「
六
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
六
万
二
百
円
」
を
「
六
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ハ
中
「
一
万

千
七
百
円
」
を
「
一
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
五
百
一
円
九
十
九
銭
」
を
「
五
百
十
円
四
十
八
銭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

「
二
十
六
円
二
十
九
銭
」
を
「
二
十
六
円
七
十
三
銭
」
に
、「
五
十
五
万
二
千
八
百
七
十
円
」
を
「
五
十

五
万
七
千
百
十
五
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
議
会
議
員
及
び
山
梨
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙

に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事

天
　
　
野

建

山
梨
県
条
例
第
三
十
三
号

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
一
〇
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
七
〇
〇
円
」
に
、「
八
、
六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
九
〇
〇

円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事

天
　
　
野

建

山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
乗
用
車
（
三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

イ
　
営
業
用

a

総
排
気
量
（
ロ
ー
タ
リ
ー
・
エ
ン
ジ
ン
を
原
動
機
と
す
る
乗
用
車
に
あ
つ
て
は
、
一
の
作

動
室
の
容
積
に
ロ
ー
タ
ー
の
数
を
乗
じ
て
得
た
容
積
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
総
排

気
量
と
す
る
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
電
気
自
動
車

（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て

同
じ
。）

年
額
　
七
千
五
百
円

s

総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

年
額
　
八
千
五
百
円

d

総
排
気
量
が
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

年
額
　
九
千
五
百
円

f

総
排
気
量
が
二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
一
万
三
千
八
百
円

g

総
排
気
量
が
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
一
万
五
千
七
百
円
　

h

総
排
気
量
が
三
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
一
万
七
千
九
百
円
　

j

総
排
気
量
が
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
五
百
円
　

k

総
排
気
量
が
四
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
二
万
三
千
六
百
円
　

l

総
排
気
量
が
四
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
六
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
二
万
七
千
二
百
円
　

¡0

総
排
気
量
が
六
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

年
額
　
四
万
七
百
円

ロ
　
自
家
用

a

総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
電
気
自
動
車

年
額
　
二
万
九
千
五
百
円

s

総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
三
万
四
千
五
百
円
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d

総
排
気
量
が
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
三
万
九
千
五
百
円

f

総
排
気
量
が
二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

年
額
　
四
万
五
千
円
　

g

総
排
気
量
が
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

年
額
　
五
万
千
円
　

h

総
排
気
量
が
三
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

年
額
　
五
万
八
千
円
　

j

総
排
気
量
が
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
六
万
六
千
五
百
円
　

k

総
排
気
量
が
四
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の年

額
　
七
万
六
千
五
百
円
　

l

総
排
気
量
が
四
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
六
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

年
額
　
八
万
八
千
円

¡0

総
排
気
量
が
六
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

年
額
　
十
一
万
千
円

二
　
ト
ラ
ッ
ク
（
三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

イ
　
営
業
用
（
け
ん
引
自
動
車
で
あ
る
も
の
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

a

最
大
積
載
量
が
一
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
六
千
五
百
円

s

最
大
積
載
量
が
一
ト
ン
を
超
え
、
二
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
九
千
円

d

最
大
積
載
量
が
二
ト
ン
を
超
え
、
三
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
二
千
円

f

最
大
積
載
量
が
三
ト
ン
を
超
え
、
四
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
五
千
円

g

最
大
積
載
量
が
四
ト
ン
を
超
え
、
五
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
八
千
五
百
円

h

最
大
積
載
量
が
五
ト
ン
を
超
え
、
六
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
二
千
円

j

最
大
積
載
量
が
六
ト
ン
を
超
え
、
七
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
五
千
五
百
円

k

最
大
積
載
量
が
七
ト
ン
を
超
え
、
八
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
九
千
五
百
円

l

最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
も
の

年
額

二
万
九
千
五
百
円
に
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
部
分
一
ト
ン
ま
で
ご

と
に
四
千
七
百
円
を
加
算
し
た
額

ロ
　
自
家
用
（
け
ん
引
自
動
車
で
あ
る
も
の
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

a

最
大
積
載
量
が
一
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
八
千
円

s

最
大
積
載
量
が
一
ト
ン
を
超
え
、
二
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額

一
万
千
五
百
円

d

最
大
積
載
量
が
二
ト
ン
を
超
え
、
三
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
六
千
円

f

最
大
積
載
量
が
三
ト
ン
を
超
え
、
四
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
五
百
円

g

最
大
積
載
量
が
四
ト
ン
を
超
え
、
五
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
五
千
五
百
円

h

最
大
積
載
量
が
五
ト
ン
を
超
え
、
六
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
三
万
円

j

最
大
積
載
量
が
六
ト
ン
を
超
え
、
七
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
三
万
五
千
円

k

最
大
積
載
量
が
七
ト
ン
を
超
え
、
八
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
四
万
五
百
円

l

最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
も
の

年
額

四
万
五
百
円
に
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
部
分
一
ト
ン
ま
で
ご
と
に

六
千
三
百
円
を
加
算
し
た
額

ハ
　
け
ん
引
自
動
車

a

営
業
用

小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の

年
額
　
七
千
五
百
円

普
通
自
動
車
で
あ
る
も
の

年
額

一
万
五
千
百
円

s

自
家
用

小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の

年
額
　
一
万
二
百
円

普
通
自
動
車
で
あ
る
も
の

年
額
　
二
万
六
百
円

ニ
　
被
け
ん
引
自
動
車

a

営
業
用

小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の

年
額
　
三
千
九
百
円

普
通
自
動
車
で
あ
る
も
の
で
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
七
千
五
百
円

普
通
自
動
車
で
あ
る
も
の
で
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
も
の

年
額

七
千
五
百
円
に
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
部
分
一
ト
ン
ま
で
ご
と

に
三
千
八
百
円
を
加
算
し
た
額

s

自
家
用

小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の

年
額
　
五
千
三
百
円

普
通
自
動
車
で
あ
る
も
の
で
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
二
百
円

普
通
自
動
車
で
あ
る
も
の
で
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
も
の

年
額

一
万
二
百
円
に
最
大
積
載
量
が
八
ト
ン
を
超
え
る
部
分
一
ト
ン
ま
で
ご
と

に
五
千
百
円
を
加
算
し
た
額

三
　
バ
ス
（
三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

イ
　
営
業
用

a

一
般
乗
合
用
の
も
の

乗
車
定
員
が
三
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
二
千
円

乗
車
定
員
が
三
十
人
を
超
え
、
四
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
四
千
五
百
円

乗
車
定
員
が
四
十
人
を
超
え
、
五
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
一
万
七
千
五
百
円

乗
車
定
員
が
五
十
人
を
超
え
、
六
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
円

乗
車
定
員
が
六
十
人
を
超
え
、
七
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
二
千
五
百
円

乗
車
定
員
が
七
十
人
を
超
え
、
八
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
五
千
五
百
円

乗
車
定
員
が
八
十
人
を
超
え
る
も
の

年
額
　
二
万
九
千
円

山
梨
県
公
報
号
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s

一
般
乗
合
用
の
も
の
以
外
の
も
の

乗
車
定
員
が
三
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
二
万
六
千
五
百
円

乗
車
定
員
が
三
十
人
を
超
え
、
四
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
三
万
二
千
円

乗
車
定
員
が
四
十
人
を
超
え
、
五
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
三
万
八
千
円

乗
車
定
員
が
五
十
人
を
超
え
、
六
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
四
万
四
千
円

乗
車
定
員
が
六
十
人
を
超
え
、
七
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
五
万
五
百
円

乗
車
定
員
が
七
十
人
を
超
え
、
八
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
五
万
七
千
円

乗
車
定
員
が
八
十
人
を
超
え
る
も
の

年
額
　
六
万
四
千
円

ロ
　
自
家
用

a

乗
車
定
員
が
三
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
三
万
三
千
円

s

乗
車
定
員
が
三
十
人
を
超
え
、
四
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
四
万
千
円

d

乗
車
定
員
が
四
十
人
を
超
え
、
五
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
四
万
九
千
円

f

乗
車
定
員
が
五
十
人
を
超
え
、
六
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
五
万
七
千
円

g

乗
車
定
員
が
六
十
人
を
超
え
、
七
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
六
万
五
千
五
百
円

h

乗
車
定
員
が
七
十
人
を
超
え
、
八
十
人
以
下
の
も
の

年
額
　
七
万
四
千
円

j

乗
車
定
員
が
八
十
人
を
超
え
る
も
の

年
額
　
八
万
三
千
円

四
　
三
輪
の
小
型
自
動
車

イ
　
営
業
用

年
額
　
四
千
五
百
円

ロ
　
自
家
用

年
額
　
六
千
円

第
百
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
最
大
乗
車
定
員
が
四
人
以
上
で
あ
る
も
の
の
税
率
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
を
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
営
業
用

イ
　
総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
電
気
自
動
車

三
千
七
百
円

ロ
　
総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

四
千
七
百
円

ハ
　
総
排
気
量
が
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

六
千
三
百
円

二
　
自
家
用

イ
　
総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
電
気
自
動
車

五
千
二
百
円

ロ
　
総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の

六
千
三
百
円

ハ
　
総
排
気
量
が
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

八
千
円

第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、「
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
」

を
「
府
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
つ
て
、
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
又
は
報
告
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、

「
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
報
告
書
」
を
加
え
、「
申
告
し
た
」
を
「
申
告
し
、
又
は
報
告
し
た
」
に
、

「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、「
申
告
し
な
け
れ
ば
」
を
「
申
告
し
、
又
は
報
告
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
百
二
十
六
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
八
第
一
項
中
「
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
つ
て
次
項
に
定
め
る
」
を
「
府
令
で
定
め

る
様
式
に
よ
つ
て
、
自
動
車
取
得
税
の
課
税
標
準
額
及
び
税
額
そ
の
他
必
要
な
」
に
改
め
、
後
段
を
削

り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
各
号
」
を
「
前
項
各
号
」
に
、「
規
則
で
定
め
る

様
式
に
よ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
」
を
「
府
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
つ
て
、
当
該
自
動
車
の
取
得
の
事
実

に
関
し
必
要
な
」
に
改
め
、
後
段
及
び
各
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附
則
第
五
条
中
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
五
第
四
項
中
「
第
百
五
十
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第
百
五
十
条
の
八
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
許
容
限
度
」
の
下
に
「（
次
条
に
お
い
て
「
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
」
と

い
う
。）」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
二
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）

第
十
二
条
の
六

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
府
令
で
定
め
る
も

の
、
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
府
令
で
定
め
る
も
の
、

専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
府
令
で
定
め
る
も
の
及
び
メ
タ
ノ

ー
ル
と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の
混
合
物
で
府
令
で
定
め
る
も
の
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て

用
い
る
自
動
車
で
府
令
で
定
め
る
も
の
（
第
三
項
に
お
い
て
「
電
気
自
動
車
等
」
と
い
う
。）
並
び
に

バ
ス
（
一
般
乗
合
用
の
も
の
に
限
る
。）
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。）
に
対
す
る
当
該
各
号
に

定
め
る
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
自
動
車
税
に
係
る
第
百
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
た
だ

し
書
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
（
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い

る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
元
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
登
録
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
新
車
新
規
登
録
」
と
い
う
。）
を
受
け

た
自
動
車
　
平
成
十
四
年
度

二

平
成
四
年
三
月
三
十
一
日
（
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い

る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
自
動
車

（
前
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
を
除
く
。）

平
成
十
五
年
度

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

七
千
五
百
円

八
千
二
百
円

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

五
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山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

六

八
千
五
百
円

九
千
三
百
円

九
千
五
百
円

一
万
四
百
円

一
万
三
千
八
百
円

一
万
五
千
百
円

一
万
五
千
七
百
円

一
万
七
千
二
百
円

一
万
七
千
九
百
円

一
万
九
千
六
百
円

二
万
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

二
万
三
千
六
百
円

二
万
五
千
九
百
円

二
万
七
千
二
百
円

二
万
九
千
九
百
円

四
万
七
百
円

四
万
四
千
七
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ

二
万
九
千
五
百
円

三
万
二
千
四
百
円

三
万
四
千
五
百
円

三
万
七
千
九
百
円

三
万
九
千
五
百
円

四
万
三
千
四
百
円

四
万
五
千
円

四
万
九
千
五
百
円

五
万
千
円

五
万
六
千
百
円

五
万
八
千
円

六
万
三
千
八
百
円

六
万
六
千
五
百
円

七
万
三
千
百
円

七
万
六
千
五
百
円

八
万
四
千
百
円

八
万
八
千
円

九
万
六
千
八
百
円

十
一
万
千
円

十
二
万
二
千
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ

六
千
五
百
円

七
千
百
円

九
千
円

九
千
九
百
円

一
万
二
千
円

一
万
三
千
二
百
円

一
万
五
千
円

一
万
六
千
五
百
円

一
万
八
千
五
百
円

二
万
三
百
円

二
万
二
千
円

二
万
四
千
二
百
円

二
万
五
千
五
百
円

二
万
八
千
円

二
万
九
千
五
百
円

三
万
二
千
四
百
円

四
千
七
百
円

五
千
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ

八
千
円

八
千
八
百
円

一
万
千
五
百
円

一
万
二
千
六
百
円

一
万
六
千
円

一
万
七
千
六
百
円

二
万
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

二
万
八
千
円

三
万
円

三
万
三
千
円

三
万
五
千
円

三
万
八
千
五
百
円

四
万
五
百
円

四
万
四
千
五
百
円

六
千
三
百
円

六
千
九
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
a

七
千
五
百
円

八
千
二
百
円

一
万
五
千
百
円

一
万
六
千
六
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
s

一
万
二
百
円

一
万
千
二
百
円

二
万
六
百
円

二
万
二
千
六
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
d

二
万
六
千
五
百
円

二
万
九
千
百
円

三
万
二
千
円

三
万
五
千
二
百
円

三
万
八
千
円

四
万
千
八
百
円

四
万
四
千
円

四
万
八
千
四
百
円

五
万
五
百
円

五
万
五
千
五
百
円

五
万
七
千
円

六
万
二
千
七
百
円

六
万
四
千
円

七
万
四
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
ロ

三
万
三
千
円

三
万
六
千
三
百
円

四
万
千
円

四
万
五
千
百
円

四
万
九
千
円

五
万
三
千
九
百
円

五
万
七
千
円

六
万
二
千
七
百
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

七

六
万
五
千
五
百
円

七
万
二
千
円

七
万
四
千
円

八
万
千
四
百
円

八
万
三
千
円

九
万
千
三
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
四
号

四
千
五
百
円

四
千
九
百
円

六
千
円

六
千
六
百
円

第
百
十
六
条
第
二
項
第
一
号

三
千
七
百
円

四
千
百
円

四
千
七
百
円

五
千
二
百
円

六
千
三
百
円

六
千
九
百
円

第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号

五
千
二
百
円

五
千
七
百
円

六
千
三
百
円

六
千
九
百
円

八
千
円

八
千
八
百
円

第
百
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書

九
千
二
百
円

一
万
百
円

一
万
二
千
六
百
円

一
万
三
千
八
百
円

一
万
五
千
五
百
円

一
万
七
千
円

一
万
九
千
円

二
万
九
百
円

二
万
二
千
四
百
円

二
万
四
千
六
百
円

二
万
六
千
四
百
円

二
万
九
千
円

三
万
五
百
円

三
万
三
千
五
百
円

三
万
五
千
六
百
円

三
万
九
千
百
円

四
万
三
百
円

四
万
四
千
三
百
円

第
百
十
六
条
第
四
項

二
万
三
千
六
百
円

二
万
五
千
九
百
円

二
万
七
千
六
百
円

三
万
三
百
円

三
万
千
六
百
円

三
万
四
千
七
百
円

三
万
六
千
円

三
万
九
千
六
百
円

四
万
八
百
円

四
万
四
千
八
百
円

四
万
六
千
四
百
円

五
万
千
円

五
万
三
千
二
百
円

五
万
八
千
五
百
円

六
万
千
二
百
円

六
万
七
千
三
百
円

七
万
四
百
円

七
万
七
千
四
百
円

八
万
八
千
八
百
円

九
万
七
千
六
百
円

２

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
百
十
六
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
本
文
中
「
税
率
」
と
あ
る
の
は
「
税
率
（
附
則
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）」
と
す
る
。

３

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
で
同
法
第

二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
係
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（
第
五
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
低
燃
費
車
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
窒

素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
府
令
で
定
め
る
も
の
及
び
電
気
自
動

車
等
に
対
す
る
第
百
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
十
四
年
度
分
及
び
平
成
十
五
年
度
分
の
自
動
車
税

に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新

車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
十
五
年
度
分
及
び
平
成
十
六
年
度
分
の
自
動
車
税
に

限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

七
千
五
百
円

四
千
円

八
千
五
百
円

四
千
五
百
円

九
千
五
百
円

五
千
円

一
万
三
千
八
百
円

七
千
円

一
万
五
千
七
百
円

八
千
円

一
万
七
千
九
百
円

九
千
円

二
万
五
百
円

一
万
五
百
円

二
万
三
千
六
百
円

一
万
二
千
円

二
万
七
千
二
百
円

一
万
四
千
円

四
万
七
百
円

二
万
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ

二
万
九
千
五
百
円

一
万
五
千
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

八

三
万
四
千
五
百
円

一
万
七
千
五
百
円

三
万
九
千
五
百
円

二
万
円

四
万
五
千
円

二
万
二
千
五
百
円

五
万
千
円

二
万
五
千
五
百
円

五
万
八
千
円

二
万
九
千
円

六
万
六
千
五
百
円

三
万
三
千
五
百
円

七
万
六
千
五
百
円

三
万
八
千
五
百
円

八
万
八
千
円

四
万
四
千
円

十
一
万
千
円

五
万
五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ

六
千
五
百
円

三
千
五
百
円

九
千
円

四
千
五
百
円

一
万
二
千
円

六
千
円

一
万
五
千
円

七
千
五
百
円

一
万
八
千
五
百
円

九
千
五
百
円

二
万
二
千
円

一
万
千
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円

二
万
九
千
五
百
円

一
万
五
千
円

四
千
七
百
円

二
千
四
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ

八
千
円

四
千
円

一
万
千
五
百
円

六
千
円

一
万
六
千
円

八
千
円

二
万
五
百
円

一
万
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円

三
万
円

一
万
五
千
円

三
万
五
千
円

一
万
七
千
五
百
円

四
万
五
百
円

二
万
五
百
円

六
千
三
百
円

三
千
二
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
a

七
千
五
百
円

四
千
円

一
万
五
千
百
円

八
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
s

一
万
二
百
円

五
千
五
百
円

二
万
六
百
円

一
万
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
a

一
万
二
千
円

六
千
円

一
万
四
千
五
百
円

七
千
五
百
円

一
万
七
千
五
百
円

九
千
円

二
万
円

一
万
円

二
万
二
千
五
百
円

一
万
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
円

二
万
九
千
円

一
万
四
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
s

二
万
六
千
五
百
円

一
万
三
千
五
百
円

三
万
二
千
円

一
万
六
千
円

三
万
八
千
円

一
万
九
千
円

四
万
四
千
円

二
万
二
千
円

五
万
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

五
万
七
千
円

二
万
八
千
五
百
円

六
万
四
千
円

三
万
二
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
ロ

三
万
三
千
円

一
万
六
千
五
百
円

四
万
千
円

二
万
五
百
円

四
万
九
千
円

二
万
四
千
五
百
円

五
万
七
千
円

二
万
八
千
五
百
円

六
万
五
千
五
百
円

三
万
三
千
円

七
万
四
千
円

三
万
七
千
円

八
万
三
千
円

四
万
千
五
百
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

九

第
百
十
六
条
第
一
項
第
四
号

四
千
五
百
円

二
千
五
百
円

六
千
円

三
千
円

第
百
十
六
条
第
二
項
第
一
号

三
千
七
百
円

千
八
百
円

四
千
七
百
円

二
千
三
百
円

六
千
三
百
円

三
千
二
百
円

第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号

五
千
二
百
円

二
千
六
百
円

六
千
三
百
円

三
千
二
百
円

八
千
円

四
千
円

第
百
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書

九
千
二
百
円

五
千
円

一
万
二
千
六
百
円

六
千
五
百
円

一
万
五
千
五
百
円

八
千
円

一
万
九
千
円

九
千
五
百
円

二
万
二
千
四
百
円

一
万
千
五
百
円

二
万
六
千
四
百
円

一
万
三
千
五
百
円

三
万
五
百
円

一
万
五
千
五
百
円

三
万
五
千
六
百
円

一
万
八
千
円

四
万
三
百
円

二
万
五
百
円

第
百
十
六
条
第
四
項

二
万
三
千
六
百
円

一
万
二
千
円

二
万
七
千
六
百
円

一
万
四
千
円

三
万
千
六
百
円

一
万
六
千
円

三
万
六
千
円

一
万
八
千
円

四
万
八
百
円

二
万
五
百
円

四
万
六
千
四
百
円

二
万
三
千
五
百
円

五
万
三
千
二
百
円

二
万
七
千
円

六
万
千
二
百
円

三
万
千
円

七
万
四
百
円

三
万
五
千
五
百
円

八
万
八
千
八
百
円

四
万
四
千
五
百
円

４

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
百
十
六
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５

低
燃
費
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
二
分
の
一
を
超
え

な
い
自
動
車
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
を
除
く
。）
で
府
令
で
定
め
る
も
の
に
対
す

る
第
百
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
自
動
車
が
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登

録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
十
四
年
度
分
及
び
平
成
十
五
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
当

該
自
動
車
が
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登
録

を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
十
五
年
度
分
及
び
平
成
十
六
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

七
千
五
百
円

六
千
円

八
千
五
百
円

六
千
五
百
円

九
千
五
百
円

七
千
五
百
円

一
万
三
千
八
百
円

一
万
五
百
円

一
万
五
千
七
百
円

一
万
二
千
円

一
万
七
千
九
百
円

一
万
三
千
五
百
円

二
万
五
百
円

一
万
五
千
五
百
円

二
万
三
千
六
百
円

一
万
八
千
円

二
万
七
千
二
百
円

二
万
五
百
円

四
万
七
百
円

三
万
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ

二
万
九
千
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

三
万
四
千
五
百
円

二
万
六
千
円

三
万
九
千
五
百
円

三
万
円

四
万
五
千
円

三
万
四
千
円

五
万
千
円

三
万
八
千
五
百
円

五
万
八
千
円

四
万
三
千
五
百
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

一
〇

六
万
六
千
五
百
円

五
万
円

七
万
六
千
五
百
円

五
万
七
千
五
百
円

八
万
八
千
円

六
万
六
千
円

十
一
万
千
円

八
万
三
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ

六
千
五
百
円

五
千
円

九
千
円

七
千
円

一
万
二
千
円

九
千
円

一
万
五
千
円

一
万
千
五
百
円

一
万
八
千
五
百
円

一
万
四
千
円

二
万
二
千
円

一
万
六
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
九
千
五
百
円

二
万
九
千
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

四
千
七
百
円

三
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ

八
千
円

六
千
円

一
万
千
五
百
円

九
千
円

一
万
六
千
円

一
万
二
千
円

二
万
五
百
円

一
万
五
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
九
千
五
百
円

三
万
円

二
万
二
千
五
百
円

三
万
五
千
円

二
万
六
千
五
百
円

四
万
五
百
円

三
万
五
百
円

六
千
三
百
円

四
千
七
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
a

七
千
五
百
円

六
千
円

一
万
五
千
百
円

一
万
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
s

一
万
二
百
円

八
千
円

二
万
六
百
円

一
万
五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
a

一
万
二
千
円

九
千
円

一
万
四
千
五
百
円

一
万
千
円

一
万
七
千
五
百
円

一
万
三
千
五
百
円

二
万
円

一
万
五
千
円

二
万
二
千
五
百
円

一
万
七
千
円

二
万
五
千
五
百
円

一
万
九
千
五
百
円

二
万
九
千
円

二
万
二
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
s

二
万
六
千
五
百
円

二
万
円

三
万
二
千
円

二
万
四
千
円

三
万
八
千
円

二
万
八
千
五
百
円

四
万
四
千
円

三
万
三
千
円

五
万
五
百
円

三
万
八
千
円

五
万
七
千
円

四
万
三
千
円

六
万
四
千
円

四
万
八
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
ロ

三
万
三
千
円

二
万
五
千
円

四
万
千
円

三
万
千
円

四
万
九
千
円

三
万
七
千
円

五
万
七
千
円

四
万
三
千
円

六
万
五
千
五
百
円

四
万
九
千
五
百
円

七
万
四
千
円

五
万
五
千
五
百
円

八
万
三
千
円

六
万
二
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
四
号

四
千
五
百
円

三
千
五
百
円

六
千
円

四
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
二
項
第
一
号

三
千
七
百
円

二
千
八
百
円

四
千
七
百
円

三
千
五
百
円

六
千
三
百
円

五
千
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

一
一

第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号

五
千
二
百
円

四
千
円

六
千
三
百
円

五
千
円

八
千
円

六
千
円

第
百
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書

九
千
二
百
円

七
千
円

一
万
二
千
六
百
円

九
千
五
百
円

一
万
五
千
五
百
円

一
万
二
千
円

一
万
九
千
円

一
万
四
千
五
百
円

二
万
二
千
四
百
円

一
万
七
千
円

二
万
六
千
四
百
円

二
万
円

三
万
五
百
円

二
万
三
千
円

三
万
五
千
六
百
円

二
万
七
千
円

四
万
三
百
円

三
万
五
百
円

第
百
十
六
条
第
四
項

二
万
三
千
六
百
円

一
万
八
千
円

二
万
七
千
六
百
円

二
万
千
円

三
万
千
六
百
円

二
万
四
千
円

三
万
六
千
円

二
万
七
千
円

四
万
八
百
円

三
万
千
円

四
万
六
千
四
百
円

三
万
五
千
円

五
万
三
千
二
百
円

四
万
円

六
万
千
二
百
円

四
万
六
千
円

七
万
四
百
円

五
万
三
千
円

八
万
八
千
八
百
円

六
万
七
千
円

６

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
百
十
六
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

７

低
燃
費
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
三
を
超
え

な
い
自
動
車
（
第
三
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
を
除
く
。）
で
府
令
で
定
め
る

も
の
に
対
す
る
第
百
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
十
四
年
度
分
及
び
平
成
十
五
年
度
分
の
自
動
車
税

に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新

車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
平
成
十
五
年
度
分
及
び
平
成
十
六
年
度
分
の
自
動
車
税
に

限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
イ

七
千
五
百
円

七
千
円

八
千
五
百
円

七
千
五
百
円

九
千
五
百
円

八
千
五
百
円

一
万
三
千
八
百
円

一
万
二
千
五
百
円

一
万
五
千
七
百
円

一
万
四
千
円

一
万
七
千
九
百
円

一
万
六
千
円

二
万
五
百
円

一
万
八
千
円

二
万
三
千
六
百
円

二
万
千
円

二
万
七
千
二
百
円

二
万
四
千
円

四
万
七
百
円

三
万
五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ

二
万
九
千
五
百
円

二
万
六
千
円

三
万
四
千
五
百
円

三
万
五
百
円

三
万
九
千
五
百
円

三
万
四
千
五
百
円

四
万
五
千
円

三
万
九
千
五
百
円

五
万
千
円

四
万
四
千
五
百
円

五
万
八
千
円

五
万
五
百
円

六
万
六
千
五
百
円

五
万
八
千
円

七
万
六
千
五
百
円

六
万
七
千
円

八
万
八
千
円

七
万
七
千
円

十
一
万
千
円

九
万
七
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ

六
千
五
百
円

六
千
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

一
二

九
千
円

八
千
円

一
万
二
千
円

一
万
五
百
円

一
万
五
千
円

一
万
三
千
五
百
円

一
万
八
千
五
百
円

一
万
六
千
五
百
円

二
万
二
千
円

一
万
九
千
五
百
円

二
万
五
千
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

二
万
九
千
五
百
円

二
万
六
千
円

四
千
七
百
円

四
千
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ

八
千
円

七
千
円

一
万
千
五
百
円

一
万
五
百
円

一
万
六
千
円

一
万
四
千
円

二
万
五
百
円

一
万
八
千
円

二
万
五
千
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

三
万
円

二
万
六
千
五
百
円

三
万
五
千
円

三
万
五
百
円

四
万
五
百
円

三
万
五
千
五
百
円

六
千
三
百
円

五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
a

七
千
五
百
円

七
千
円

一
万
五
千
百
円

一
万
三
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
s

一
万
二
百
円

九
千
円

二
万
六
百
円

一
万
八
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
a

一
万
二
千
円

一
万
五
百
円

一
万
四
千
五
百
円

一
万
三
千
円

一
万
七
千
五
百
円

一
万
五
千
五
百
円

二
万
円

一
万
七
千
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

二
万
円

二
万
五
千
五
百
円

二
万
二
千
五
百
円

二
万
九
千
円

二
万
五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
s

二
万
六
千
五
百
円

二
万
三
千
五
百
円

三
万
二
千
円

二
万
八
千
円

三
万
八
千
円

三
万
三
千
五
百
円

四
万
四
千
円

三
万
八
千
五
百
円

五
万
五
百
円

四
万
四
千
円

五
万
七
千
円

五
万
円

六
万
四
千
円

五
万
六
千
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
三
号
ロ

三
万
三
千
円

二
万
九
千
円

四
万
千
円

三
万
六
千
円

四
万
九
千
円

四
万
三
千
円

五
万
七
千
円

五
万
円

六
万
五
千
五
百
円

五
万
七
千
円

七
万
四
千
円

六
万
四
千
五
百
円

八
万
三
千
円

七
万
二
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
一
項
第
四
号

四
千
五
百
円

四
千
円

六
千
円

五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
二
項
第
一
号

三
千
七
百
円

三
千
円

四
千
七
百
円

四
千
円

六
千
三
百
円

五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
二
項
第
二
号

五
千
二
百
円

四
千
五
百
円

六
千
三
百
円

五
千
五
百
円

八
千
円

七
千
円

第
百
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書

九
千
二
百
円

八
千
五
百
円

一
万
二
千
六
百
円

一
万
千
円



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

一
三

一
万
五
千
五
百
円

一
万
三
千
五
百
円

一
万
九
千
円

一
万
七
千
円

二
万
二
千
四
百
円

一
万
九
千
五
百
円

二
万
六
千
四
百
円

二
万
三
千
円

三
万
五
百
円

二
万
七
千
円

三
万
五
千
六
百
円

三
万
千
円

四
万
三
百
円

三
万
五
千
五
百
円

第
百
十
六
条
第
四
項

二
万
三
千
六
百
円

二
万
千
円

二
万
七
千
六
百
円

二
万
四
千
五
百
円

三
万
千
六
百
円

二
万
七
千
五
百
円

三
万
六
千
円

三
万
千
五
百
円

四
万
八
百
円

三
万
五
千
五
百
円

四
万
六
千
四
百
円

四
万
五
百
円

五
万
三
千
二
百
円

四
万
六
千
五
百
円

六
万
千
二
百
円

五
万
三
千
五
百
円

七
万
四
百
円

六
万
千
五
百
円

八
万
八
千
八
百
円

七
万
七
千
五
百
円

８

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
百
十
六
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
二
十
六
条
の
改
正

規
定
は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
第
百
十
六
条
及
び
附
則
第
十
二
条
の
六
の
規

定
は
、
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
三
年
度
分
ま
で
の

自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
及
び
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事

天
　
　
野

建

山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号

山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
及
び
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

（
山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
営
病
院
諸
収
入
条
例
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
山
梨
県
労
働
基
準
局
長
」
を
「
山
梨
労
働
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
次
の
各
号
」
を
「
次
の
表
」
に
、「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、「
当
該
各
号
」
を
「
同
表
」
に
改
め
、

同
項
各
号
を
削
り
、
同
項
に
次
の
表
を
加
え
る
。

区
　
　
分

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

一
日
に
つ
き
　
二
一
、
〇
〇
〇
円
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
百
八
号
）
別
表
第
一
第
八
号
に
規
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
（
以
下
「

一
種

助
産
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
」
と
い
う
。）
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ

Ａ
室
入
院
料

て
は
、
二
〇
、
〇
〇
〇
円
）

一
日
に
つ
き
　
一
三
、
八
六
〇
円
（
助
産
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該

二
種

当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
三
、
二
〇
〇
円
）

一
日
に
つ
き
　
七
、
五
六
〇
円
（
助
産
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当

Ｂ
　
室
　
入
　
院
　
料

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
、
二
〇
〇
円
）

一
日
に
つ
き
　
六
、
三
〇
〇
円
（
助
産
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当

一
種

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
六
、
〇
〇
〇
円
）

Ｃ
室
入
院
料

一
日
に
つ
き
　
五
、
〇
四
〇
円
（
助
産
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当

二
種

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
、
八
〇
〇
円
）

一
日
に
つ
き
　
一
、
八
九
〇
円
（
助
産
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当

一
種

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
八
〇
〇
円
）

Ｄ
室
入
院
料

一
日
に
つ
き
　
一
、
四
七
〇
円
（
助
産
に
係
る
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当

二
種

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
四
〇
〇
円
）

「
一
　
健
康
診
断

料
　

イ
　
普
通
健

一
回

診
療
報

康
診
断
料

酬
に
関
す

る
厚
生
省



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

一
四

告
示
に
よ

「
一
　
普
通
健
康

一
回

診
療
報

り
算
定
し

診
断
料

酬
に
関
す

た
額
を
知

る
厚
生
省

事
の
定
め

告
示
に
よ

る
率
に
一

り
算
定
し

を
加
え
た

た
額
を
知

率
で
除
し

事
の
定
め

て
得
た
額

る
率
に
一

に
一
・
〇

を
加
え
た

五
を
乗
じ

率
で
除
し

て
得
た
額

て
得
た
額

別
表
中

（
そ
の
額

を

に
一
・
〇
　
に

に
一
〇
円

五
を
乗
じ

未
満
の
端

て
得
た
額

数
が
あ
る

（
そ
の
額

と
き
は
、

に
一
〇
円

そ
の
端
数

未
満
の
端

金
額
を
切

数
が
あ
る

り
捨
て
た

と
き
は
、

額
）

そ
の
端
数

金
額
を
切

ロ
　
短
期
総

一
回

五
四
、

り
捨
て
た

合
精
密
健

六
〇
〇
円

額
）

」

康
診
断
料

（
通

院
二
日
）

八
〇
、

七
〇
〇
円
（
入

院
二
日
）」

改
め
る
。

（
山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
営
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
一
号
（一）
中
「
五
百
三
十
床
」
を
「
六
百
七
床
」
に
改
め
、
同
号
（二）
中
「
五
十
床
」

を
「
二
十
床
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事

天
　
　
野

建

山
梨
県
条
例
第
三
十
六
号

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
七
千
円
」
を
「
一
万
八
千
円
」
に
、「
二
万
九
千
円
」
を
「
三
万
円
」

に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
奨
学
金
貸
付
条
例

（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

新
条
例
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。）

以
後
に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
か
ら
在
学
し
て
い
る
者
に
係
る
奨
学
金
の
貸
付

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

適
用
日
以
後
に
お
い
て
全
日
制
の
課
程
（
単
位
制
に
よ
る
課
程
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）、
定
時
制

の
課
程
（
単
位
制
に
よ
る
課
程
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
専
攻
科
に
転
学
し
、
又
は
編
入
学
し
た

者
に
係
る
奨
学
金
の
貸
付
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
学
し
、
又
は
編
入
学
し
た

者
の
属
す
る
学
年
の
在
学
者
（
原
学
年
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
を
除
く
。）
に
係
る
奨
学
金

の
貸
付
額
と
同
額
と
す
る
。

４

適
用
日
以
後
に
お
い
て
全
日
制
の
課
程
（
単
位
制
に
よ
る
課
程
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）、
定
時
制

の
課
程
（
単
位
制
に
よ
る
課
程
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
又
は
通
信
制
の
課
程
に
転
学
し
、
又
は
編
入

学
し
た
者
に
係
る
奨
学
金
の
貸
付
額
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
学
し
、
又

は
編
入
学
し
た
者
の
属
す
る
年
次
の
在
学
者
に
係
る
奨
学
金
の
貸
付
額
と
同
額
と
す
る
。

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事

天
　
　
野

建

山
梨
県
条
例
第
三
十
七
号

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県

条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
四
千
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）



山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
四
号
　
　
平
成
十
三
年
七
月
三
日

一
五

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制

課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

新
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。）
以
後

に
入
学
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
か
ら
在
学
し
て
い
る
者
に
係
る
修
学
奨
励
金
の
貸
付

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

適
用
日
以
後
に
お
い
て
定
時
制
の
課
程
（
単
位
制
に
よ
る
課
程
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）
に
転
学
し
、

若
し
く
は
編
入
学
し
た
者
又
は
適
用
日
前
か
ら
在
学
し
て
い
る
者
で
原
学
年
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と

の
あ
る
も
の
に
係
る
修
学
奨
励
金
の
貸
付
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
学
し
、
若

し
く
は
編
入
学
し
た
者
又
は
適
用
日
前
か
ら
在
学
し
て
い
る
者
で
原
学
年
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と
の

あ
る
も
の
の
属
す
る
学
年
の
在
学
者
に
係
る
修
学
奨
励
金
の
貸
付
額
と
同
額
と
す
る
。

４

適
用
日
以
後
に
お
い
て
定
時
制
の
課
程
（
単
位
制
に
よ
る
課
程
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
又
は
通
信

制
の
課
程
に
転
学
し
、
又
は
編
入
学
し
た
者
に
係
る
修
学
奨
励
金
の
貸
付
額
は
、
附
則
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
転
学
し
、
又
は
編
入
学
し
た
者
の
属
す
る
年
次
の
在
学
者
に
係
る
修
学
奨

励
金
の
貸
付
額
と
同
額
と
す
る
。

山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号

山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等
学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
二
万
二
千
円
」
を
「
二
万
三
千
円
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
地
域
改
善
対
策
高
等

学
校
等
奨
学
資
金
貸
与
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
三
日

山
梨
県
知
事

天
　
　
野

建

山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
　
を
　
と
し
、

を
　
と
し
、

を
　
と
し
、

を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
三
号
中
　
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
　
を
　
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

犯
罪
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）十一

（ ）十二

（ ）十

（ ）十一

（ ）九

（ ）十

（ ）八

（ ）九

（ ）七

（ ）八（ ）四

（ ）四

（ ）五

（ ）三

（ ）七
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